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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】留部が着脱可能でありながら、美感を向上させ
ることができる携帯端末用ケースを提供する。
【解決手段】本考案の携帯端末用ケース１０は、携帯端
末を固定する固定部２０と、固定部２０を介在させて携
帯端末の裏面を覆う第１覆部３１と、開閉可能に携帯端
末の表面を覆う第２覆部４０と、第１覆部３１側から曲
がって第２覆部４０に留めることで、第２覆部４０を携
帯端末の表面を覆った状態に維持させる留部５０と、を
備える携帯端末用ケースであって、留部５０は、着脱可
能に固定部２０と第１覆部３１との間に装着されている
。
【選択図】図２
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　携帯端末を固定する固定部と、
　前記固定部を介在させて前記携帯端末の裏面を覆う第１覆部と、
　開閉可能に前記携帯端末の表面を覆う第２覆部と、
　前記第１覆部側から曲がって前記第２覆部に留めることで、前記第２覆部を前記携帯端
末の表面を覆った状態に維持させる留部と、を備える携帯端末用ケースであって、
　前記留部は、着脱可能に前記固定部と前記第１覆部との間に装着されていることを特徴
とする携帯端末用ケース。
【請求項２】
　前記固定部と前記第１覆部との間に、または、前記第１覆部に挿通孔を有し、
　前記留部は、前記挿通孔を通して着脱可能に装着されていることを特徴とする請求項１
に記載の携帯端末用ケース。
【請求項３】
　前記固定部または前記第１覆部は、前記留部を装着する装着部を有し、
　前記留部は、前記装着部に装着される被装着部を有することを特徴とする請求項１また
は２に記載の携帯端末用ケース。
【請求項４】
　前記第１覆部は、一部が前記固定部と離れるように屈曲可能であって、
　前記留部は、前記第１覆部が屈曲した状態で着脱されることを特徴とする請求項１ない
し３の何れか１項に記載の携帯端末用ケース。
【請求項５】
　異なるデザインの複数の前記留部を有することを特徴とする請求項１ないし４の何れか
１項に記載の携帯端末用ケース。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は、携帯電話、スマートフォン、タブレット端末等の携帯端末を保護するための
携帯端末用ケースに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来から携帯端末を保護するために携帯端末用ケースが利用されている。特許文献１に
は、ベース部、ヒンジ部および蓋部で形成した覆い体と、携帯端末を嵌め込むボックスと
を有する携帯型情報端末用カバーが開示されている。この携帯型情報端末用カバーには、
蓋部の開放を止めることができる止め片が設けられている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】実用新案登録第３１９８９７６号公報
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【０００４】
　近年、携帯端末用ケースはファッションの一部として認知されており、使用者は自分の
好みに合ったデザインの携帯端末用ケースを選択して利用している。したがって、使用者
は長期に亘って同じ携帯端末用ケースを利用していると、そのデザインに飽きてしまうこ
とがある。
　特許文献１に開示された携帯型情報端末用カバーは、使用者に対してデザインが飽きさ
せないように考慮した構成になっていないという問題がある。
【０００５】
　本考案は、上述したような問題点に鑑みてなされたものであり、留部が着脱可能であり
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ながら、美感を向上させることができる携帯端末用ケースを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本考案の携帯端末用ケースは、携帯端末を固定する固定部と、前記固定部を介在させて
前記携帯端末の裏面を覆う第１覆部と、開閉可能に前記携帯端末の表面を覆う第２覆部と
、前記第１覆部側から曲がって前記第２覆部に留まることで、前記第２覆部を前記携帯端
末の表面を覆った状態に維持させる留部と、を備える携帯端末用ケースであって、前記留
部は、着脱可能に前記固定部と前記第１覆部との間に装着されていることを特徴とする。
【考案の効果】
【０００７】
　本考案によれば、留部が着脱可能でありながら、携帯端末用ケースの美感を向上させる
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】第１の実施形態の携帯端末用ケースを示す分解斜視図である。
【図２】携帯端末用ケースを組み付けた状態を示す斜視図である。
【図３】留部を着脱する場合を説明するための図である。
【図４】留部により第２覆部が開かないように留めている状態を示す図である。
【図５】留部の変形例を示す斜視図である。
【図６】第２の実施形態の携帯端末用ケースを示す分解斜視図である。
【図７】携帯端末用ケースを組み付けた状態を示す斜視図である。
【図８】留部を着脱する場合を説明するための図である。
【図９】留部により第２覆部が開かないように留めている状態を示す図である。
【考案を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本考案に係る実施形態の携帯端末用ケースについて図面を参照して説明する。携
帯端末用ケースは、携帯電話、スマートフォン、タブレット端末等の携帯端末を覆うこと
で、汚れや外力等から携帯端末を保護する。図１に示すように、本実施形態では、携帯端
末１００は、所定の厚みで略矩形の平板状に形成され、一方側の広い面が表示面を有する
表側であり、他方側の広い面が裏側となるものを想定する。以下では、携帯端末の一方側
の広い面を表面といい、他方側の広い面を裏面というものとする。また、各図では、必要
に応じて上側を矢印Ｕｐで示し、下側を矢印Ｌｏで示し、右側を矢印Ｒで示し、左側を矢
印Ｌで示している。ここで、上側とは使用者が直立して鉛直状態の携帯端末１００を正視
したときに上になる側をいい、下側とはその反対側をいうものとする。
【００１０】
（第１の実施形態）
　図１は、本実施形態の携帯端末用ケース１０の分解斜視図である。図２は、本実施形態
の携帯端末用ケース１０を組み付けた状態を示す斜視図である。
　携帯端末用ケース１０は、固定部２０と、覆部３０と、留部５０とを備える。
【００１１】
　まず、固定部２０について説明する。
　固定部２０は、携帯端末１００を着脱可能に固定する。固定部２０は、板状部２１と、
側部２３とを有する。板状部２１は、携帯端末１００の裏面と略同一の大きさであり、携
帯端末１００を固定したときに携帯端末１００の裏面に対面する。また、板状部２１は、
携帯端末１００のカメラレンズを露出するためのカメラ孔２２を有する。側部２３は、板
状部２１の外周縁から一体で形成され、変形可能である。携帯端末１００を固定部２０に
装着する場合、側部２３を変形させながら、固定部２０内に携帯端末１００を挿入するこ
とで、携帯端末１００の表面側の外周縁と側部２３の先端とが係合して、携帯端末１００
が固定部２０に固定される。また、固定部２０は、板状部２１の一部が覆部３０に例えば
接着されること等で結合される。なお、固定部２０は、例えばポリカーボネート等の樹脂
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材料が用いられる。
【００１２】
　次に、覆部３０について説明する。
　覆部３０は、第１覆部３１と、第２覆部４０と、連結部４３とを有する。覆部３０は、
連結部４３で曲げることで、携帯端末１００を第１覆部３１と第２覆部４０とで挟み込む
ようにして覆い、携帯端末１００を保護する。
　第１覆部３１は、固定部２０に固定された状態の携帯端末１００を裏面側から覆う。す
なわち、第１覆部３１は、固定部２０を介在させた状態で携帯端末１００の裏面側を覆う
。第１覆部３１は、携帯端末１００の裏面よりも大きい板状の略矩形状である。第１覆部
３１は、外観面の材質としてポリウレタン（合成皮革）、天然皮革等が用いられ、内側面
の材質としてポリウレタン、マイクロファイバー等が用いられ、芯材としてスポンジ、ポ
リカーボネート等が用いられる。また、第１覆部３１は、携帯端末１００のカメラレンズ
を露出するためのカメラ孔３２を有する。
【００１３】
　更に、第１覆部３１は、左右方向の略中央に上下に沿った屈曲部３３を有する。第１覆
部３１は、屈曲部３３に沿って山型に折り曲げ可能である。また、第１覆部３１は、内側
面に突状部３４ａ，３４ｂと、突状部３７ａ，３７ｂとを有する。突状部３４ａ，３４ｂ
と、突状部３７ａ，３７ｂとは、それぞれ第１覆部３１の板厚とほぼ同一の厚みで隆起し
、隆起した面が平面である。
　突状部３４ａ，３４ｂは屈曲部３３よりも右側に偏った位置で、互いに上下に離れて配
置される。また、突状部３４ａ，３４ｂは、両者の間の隙間が屈曲部３３側よりも第１覆
部３１の外周縁側の方が狭くなるように段部３５を有する。すなわち、第１覆部３１の外
周縁側の隙間３６ａが狭く、屈曲部３３側の隙間３６ｂが広く形成される。突状部３４ａ
，３４ｂは、例えば、板状のポリカーボネート等の樹脂材料を用いたり、第１覆部３１の
芯材を厚くしたりすることで構成することができる。
【００１４】
　突状部３７ａ，３７ｂは屈曲部３３よりも左側に偏った位置で、互いに上下に離れて配
置される。また、突状部３７ａ，３７ｂは、両者の間の隙間３８が上述した隙間３６ｂよ
りも広く形成される。突状部３７ａ，３７ｂは、例えばスポンジ等が用いられる。なお、
突状部３７ａ，３７ｂは、第１覆部３１の芯材を厚くすることで構成してもよい。
【００１５】
　また、第１覆部３１は、突状部３４ａ，３４ｂの隆起した面が固定部２０の板状部２１
の裏面と例えば接着剤等により結合される。第１覆部３１と、固定部２０の板状部２１と
を結合した状態では、第１覆部３１の内側面と板状部２１の裏面との間には、隙間３６ａ
、３６ｂによって挿通孔が形成される。一方、突状部３７ａ，３７ｂの隆起した面は固定
部２０の板状部２１の裏面との間で当接するだけであって結合されない。
　また、第１覆部３１は、留部５０を装着する装着部としての磁石３９が隙間３６ｂに対
応する位置に埋設されている。
【００１６】
　第２覆部４０は、携帯端末１００を使用しない場合には携帯端末１００の表面を覆い（
閉じるという）、携帯端末１００を使用する場合に携帯端末１００の表面を露出させる（
開くという）。このように、第２覆部４０は、固定部２０に固定された状態の携帯端末１
００の表面を覆ったり、表面を露出したりして、開閉可能である。また、第２覆部４０は
、携帯端末１００の表面よりも大きい板状の略矩形状である。第２覆部４０は、外観面の
材質としてポリウレタン（合成皮革）、天然皮革等が用いられ、内側面の材質としてポリ
ウレタン、マイクロファイバー等が用いられ、芯材としてスポンジ、ポリカーボネート等
が用いられる。
　また、第２覆部４０は、内側面にカード等を収納できる収納部４１が形成される。また
、第２覆部４０は、連結部４３側とは反対側である、外周縁側の端部に磁石４２が埋設さ
れる。
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【００１７】
　連結部４３は、第１覆部３１と第２覆部４０との間を曲げ可能に連結する。連結部４３
は、例えば、第１覆部３１および第２覆部４０に含まれる芯材を省略したり、芯材と内側
面の材質とを省略したりすることで、曲げ可能に構成される。したがって、連結部４３は
、携帯端末１００を挟んで第１覆部３１と第２覆部４０とを重なり合った状態にすること
ができる。
【００１８】
　次に、留部５０について説明する。
　留部５０は、第２覆部４０を携帯端末１００の表面を覆った状態に維持させる。留部５
０は、フラップ部５１と、抜止め部５３とを有する。
　フラップ部５１は、板状であって、可撓性を有している。本実施形態のフラップ部５１
は左右方向に長い帯状である。ここで、フラップ部５１は、板厚が上述した突状部３４ａ
，３４ｂの厚みよりも薄く、上下方向の幅が突状部３４ａと突状部３４ｂとの間の隙間３
６ａよりも短い。また、フラップ部５１の先端には、磁石５２が埋設される。フラップ部
５１の磁石５２は、上述した第２覆部４０の磁石４２と吸着する。なお、磁石５２および
磁石４２は、何れか一方を磁石に吸着可能な部材に変更してもよい。
【００１９】
　抜止め部５３は、板状であって、フラップ部５１と一体で形成される。本実施形態の抜
止め部５３は、上下方向に長い帯状である。ここで、抜止め部５３は、板厚が上述した突
状部３４ａ，３４ｂの厚みよりも薄く、上下方向の幅が突状部３４ａと突状部３４ｂとの
間の隙間３６ａよりも長く、隙間３６ｂよりも短い。また、抜止め部５３は、被装着部と
しての磁石５４が埋設されている。磁石５４は、上述した第１覆部４０の磁石３９と吸着
する。
　なお、フラップ部５１および抜止め部５３は、材質として例えば、ポリウレタン（合成
皮革）、天然皮革等が用いられる。
【００２０】
　次に、携帯端末用ケース１０を組み付けた状態について説明する。
　図１および図２に示すように、留部５０は、抜止め部５３が突状部３４ａと突状部３４
ｂとの間の隙間３６ｂに位置する。また、留部５０は、フラップ部５１のうち抜止め部５
３側が、突状部３４ａと突状部３４ｂとの間の隙間３６ａに位置する。このとき、留部５
０の抜止め部５３に埋設された磁石５４は、第１覆部３１の隙間３６ｂに対応する位置に
埋設された磁石３９に吸着する。また、第１覆部３１のうち突状部３４ａ，３４ｂの隆起
した面と、固定部２０の板状部２１の裏面とが結合されている。なお、第１覆部３１のう
ち突状部３７ａ，３７ｂの隆起した面と、固定部２０の板状部２１の裏面とは結合されて
おらず、当接した状態である。
　このように組み付けられた状態では、留部５０は、フラップ部５１の一部と抜止め部５
３とが、固定部２０と第１覆部３１との間に位置する。すなわち、留部５０は、固定部２
０と第１覆部３１との間に装着される。
【００２１】
　ここで、本実施形態の携帯端末用ケース１０は留部５０が着脱可能である。
　以下では、携帯端末用ケース１０から留部５０を離脱させたり（取り外し）、装着した
り（取り付け）する場合について説明する。
　まず、留部５０を離脱させる場合について説明する。
　図３は、図１および図２に示す矢印Ａ方向から見た図である。図３に示すように、使用
者は第１覆部３１を屈曲部３３に沿って山型に折り曲げることで、第１覆部３１のうち突
状部３７ａ，３７ｂの隆起した面と、固定部２０の板状部２１の裏面とを離間させること
ができる。このとき、固定部２０と第１覆部３１との間から、留部５０の抜止め部５３の
先端が露出する。使用者は、抜止め部５３の磁石５４と第１覆部３１の磁石３９との間で
吸着している磁力に抗して、抜止め部５３を図３に示す矢印方向に引っ張り出す。したが
って、固定部２０と第１覆部３１との間を通して留部５０を携帯端末用ケース１０から離
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脱させることができる。
【００２２】
　次に、留部５０を装着させる場合について説明する。
　使用者は第１覆部３１を屈曲部３３に沿って山型に折り曲げることで、第１覆部３１の
突状部３４ａと突状部３４ｂとの間の隙間３６ｂが露出する。留部５０を離脱させる場合
とは逆に、使用者は留部５０のフラップ部５１の先端を隙間３６ｂに差し込むように挿入
する。使用者は留部５０の抜止め部５３が段部３５に近接するまで、あるいは、当接する
までフラップ部５１を挿入することで、抜止め部５３の磁石５４と第１覆部３１の磁石３
９とが磁力により吸着する。したがって、留部５０は固定部２０と第１覆部３１との間に
装着される。なお、留部５０が装着された状態では、外観上において留部５０のフラップ
部５１は固定部２０と第１覆部３１との間から単に外側に向かって延出している構造にし
か見えず、留部５０が着脱可能な構造であることを目立たないようにすることができる。
【００２３】
　図４は、図１および図２に示す矢印Ａ方向から見た図であり、留部５０により第２覆部
４０が開かないように留めている状態を示す図である。
　図４に示すように、第２覆部４０を閉じた状態で、固定部２０と第１覆部３１との間か
ら延出している留部５０のフラップ部５１を曲げて、フラップ部５１の磁石５２と、第２
覆部４０の磁石４２とを吸着させる。したがって、留部５０により第２覆部４０が携帯端
末１００の表面を覆った状態に維持させることができる。
　また、留部５０のフラップ部５１が外力によりフラップ部５１の先端側に向かって引っ
張られたとしても、抜止め部５３と段部３５とが当接することから、留部５０が携帯端末
用ケース１０から引き抜かれることを防止することができる。
【００２４】
　図５は、留部の変形例を示す図である。なお、上述した留部５０と同様の構成は同一符
号を付して、その説明を省略する。
　図５（ａ）は、リバーシブル型の留部６０を示す図である。留部６０は一方側の面６１
ａと他方側の面６１ｂとで異なるデザインが施されている。ここで、異なるデザインとは
、異なる色、模様、絵柄、材質等が含まれる。なお、異なる材質は、一方側の面６１ａの
材質と、他方側の面６１ｂの材質とを変えることで実現できる。したがって、使用者は留
部６０を離脱させてから、外観面が異なる面になるように留部６０の面を反転させた上で
固定部２０と第１覆部３１との間に装着する。このように留部６０のデザインを変えるこ
とで、使用者は携帯端末用ケース１０の印象の変化を楽しむことができる。
【００２５】
　図５（ｂ）は、任意の形状が付された留部６２を示す図である。留部６２はフラップ部
５１の先端に星型形状６３が施されている。なお、星型形状６３に限られず、円、楕円、
多角形状等の図形、キャラクター等の形状等であってもよい。使用者は離脱させた留部を
留部６２に取り替えて、固定部２０と第１覆部３１との間に装着する。このように留部６
２のデザインを変えることで、使用者は携帯端末用ケース１０の印象の変化を楽しむこと
ができる。なお、留部６２を装着するには、星型形状６３が容易に挿通できるように、星
型形状６３の大きさに応じて、第１覆部３１の突状部３４ａと突状部３４ｂとの隙間３６
ａを拡大させておくことが好ましい。
【００２６】
　このように、本実施形態によれば、留部５０は着脱可能に固定部２０と第１覆部３１と
の間に装着されている。したがって、留部５０は着脱可能でありながら、留部５０の装着
されている位置を目立たないように構成することができるので、携帯端末用ケース１０の
美感を向上させることができる。また、異なるデザインの留部５０に取り替えることで、
使用者は携帯端末用ケース１０の印象の変化を楽しむことができる。
　また、本実施形態によれば、第１覆部３１の内側面と板状部２１の裏面との間に、隙間
３６ａ、３６ｂによって挿通孔を有することから、留部５０の装着されている位置から、
挿通孔を通して留部５０を固定部２０と第１覆部３１との間から外側に向かって延出させ
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ることができる。
【００２７】
　また、本実施形態によれば、第１覆部３１は留部５０を装着する装着部としての磁石３
９を有し、留部５０は装着部に装着される被装着部としての磁石５４を有する。したがっ
て、通常の使用において、意図しない留部５０の離脱を防止することができる。なお、磁
石３９および磁石５４は、何れか一方を磁石に吸着可能な部材（強磁性体）に変更しても
よい。
　また、装着部および被装着部は、磁石である場合に限られず、留部５０が装着された状
態を保持でき、かつ、保持を解除できる構造であればよい。したがって、装着部および被
装着部が一対のホック、一対の面ファスナー等であってもよく、装着部および被装着部の
少なくとも一方が粘着シート等であってもよい。
　なお、装着部は、第１覆部３１に設ける場合に限られず、固定部２０の板状部２１の裏
面に設けてもよい。
【００２８】
　また、本実施形態によれば、第１覆部３１は一部が屈曲部３３により固定部２０と離れ
るように屈曲可能であり、留部５０は第１覆部３１が屈曲した状態で着脱される。このよ
うに、第１覆部３１を屈曲した状態にすることで容易に留部５０を着脱することができる
。
【００２９】
（第２の実施形態）
　図６は、本実施形態の携帯端末用ケース７０の分解斜視図である。図７は、本実施形態
の携帯端末用ケース７０を組み立てた状態を示す斜視図である。なお、第１の実施形態と
同様の構成は、同一符号を付してその説明を省略する。
　携帯端末用ケース７０は、固定部２０と、覆部８０と、留部９０とを備える。
【００３０】
　まず、覆部８０について説明する。
　覆部８０は、第１覆部８１と、第２覆部４０と、連結部４３とを有する。
　第１覆部８１は、内側面に突状部８２と、突状部８３とを有する。突状部８２，８３は
、それぞれ第１覆部８１の板厚とほぼ同一の厚みで隆起し、隆起した面が平面である。突
状部８２，８３は、例えば、板状のポリカーボネート等の樹脂材料を用いたり、第１覆部
８１の芯材を厚くしたりすることで構成することができる。
【００３１】
　突状部８２は屈曲部３３よりも右側に偏った位置で、上下に亘って配置される。また、
突状部８３は屈曲部３３よりも左側に偏った位置で、上下に亘って配置される。突状部８
３は、上下方向の中央の一部が切り欠かれることで、屈曲部３３側に隙間８４が形成され
る。
　また、第１覆部８１は、留部９０を装着する装着部としての磁石８５が隙間８４に対応
する位置に埋設されている。また、第１覆部８１は、上下方向の略中央であって磁石８５
と屈曲部３３との間に挿通孔８６を有する。挿通孔８６は、後述する留部９０のフラップ
部９１が挿通される長孔である。挿通孔８６の長手方向の孔径は、隙間８４の上下方向の
長さよりも短い。
【００３２】
　次に、留部９０について説明する。
　留部９０は、第２覆部４０を携帯端末１００の表面を覆った状態に維持させる。留部９
０は、フラップ部９１と、抜止め部９３とを有する。
　フラップ部９１は、板状であって、可撓性を有している。本実施形態のフラップ部９１
は、第１の実施形態の留部５０のフラップ部５１よりも長い帯状である。また、フラップ
部９１は、板厚が上述した突状部８３の厚みと同様である。また、フラップ部９１は、上
下方向の幅が挿通孔８６の長手方向の孔径よりも短い。したがって、フラップ部９１の先
端からフラップ部９１を挿通孔８６内に挿通させることができる。また、フラップ部９１
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の先端には、磁石９２が埋設される。フラップ部９１の磁石９２は、第２覆部４０の磁石
４２と吸着する。
【００３３】
　抜止め部９３は、板状であって、フラップ部９１と一体で形成される。本実施形態の抜
止め部９３は、上下方向に長い帯状である。ここで、抜止め部９３は、板厚が上述した突
状部８３の厚みと同様である。また、抜止め部９３は、上下方向の幅が突状部８３の隙間
８４よりも短く、挿通孔８６の長手方向の孔径よりも長い。また、抜止め部９３は、被装
着部として磁石９４が埋設されている。磁石９４は、第２覆部４０の磁石８５と吸着する
。
　なお、フラップ部９１および抜止め部９３は、材質として例えば、ポリウレタン（合成
皮革）、天然皮革等が用いられる。
【００３４】
　次に、携帯端末用ケース７０を組み立てた状態について説明する。
　留部９０のフラップ部９１の先端を、図６の一点鎖線で示すように、挿通孔８６に挿通
させることで、フラップ部９１は挿通孔８６から第１覆部８１の外観面側に延出する。一
方、留部９０の抜止め部９３は突状部８３の隙間８４に位置する。このとき、留部９０の
抜止め部９３に埋設された磁石９４は、第１覆部８１の隙間８４に対応する位置に埋設さ
れた磁石８５に吸着する。また、第１覆部８１のうち突状部８２の隆起した面と、固定部
２０の板状部２１の裏面とが結合されている。なお、第１覆部８１のうち突状部８３の隆
起した面と、固定部２０の板状部２１の裏面とは結合されておらず、当接した状態である
。
　このように組み付けられた状態では、留部９０は、抜止め部９３が、固定部２０と第１
覆部８１との間に位置する。すなわち、留部９０は、固定部２０と第１覆部８１との間に
装着される。
【００３５】
　ここで、本実施形態の携帯端末用ケース７０は留部９０が着脱可能である。
　以下では、携帯端末用ケース７０から留部９０を離脱させたり（取り外し）、装着した
り（取り付け）する場合について説明する。
　まず、留部９０を離脱させる場合について説明する。
　図８は、図６および図７に示す矢印Ｂ方向から見た図である。図８に示すように、使用
者は第１覆部８１を屈曲部３３に沿って山型に折り曲げることで、第１覆部８１のうち突
状部８３の隆起した面と、固定部２０の板状部２１の裏面とを離間させることができる。
このとき、第１覆部８１の隙間８４内に位置する、留部９０の抜止め部９３が露出する。
使用者は、抜止め部９３の磁石９４と第１覆部８１の磁石８５との間で吸着している磁力
に抗して、抜止め部９３を隙間８４から離した上で、図８に示す矢印方向に引っ張り出す
。したがって、挿通孔８６を通して留部９０を携帯端末用ケース７０から離脱させること
ができる。
【００３６】
　次に、留部９０を装着させる場合について説明する。
　使用者は第１覆部８１を屈曲部３３に沿って山型に折り曲げることで、第１覆部８１の
挿通孔８６が露出する。留部９０を離脱させる場合とは逆に、使用者は留部９０のフラッ
プ部９１の先端を挿通孔８６に差し込むように挿入する。使用者は留部９０の抜止め部９
３が挿通孔８６に近接するまで、あるいは、当接するまでフラップ部９１を挿入すること
で、抜止め部９３の磁石９４と第１覆部８１の磁石８５とが磁力により吸着する。したが
って、留部９０は固定部２０と第１覆部８１との間に装着される。なお、留部９０が装着
された状態では、外観上において留部９０のフラップ部９１は第１覆部８１の挿通孔８６
から外観面側に単に延出している構造にしか見えず、留部９０が着脱可能な構造であるこ
とを目立たないようにすることができる。
【００３７】
　図９は、図６および図７に示す矢印Ｂ方向から見た図であり、留部９０により第２覆部
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４０が開かないように留めている状態を示す図である。
　図９に示すように、第２覆部４０を閉じた状態で、第１覆部８１の挿通孔８６から延び
る留部９０のフラップ部９１を曲げて、フラップ部９１の磁石９２と、第２覆部４０の磁
石４２とを吸着させる。したがって、留部９０により第２覆部４０が携帯端末１００の表
面を覆った状態に維持させることができる。
　また、留部９０のフラップ部９１が外力によりフラップ部９１の先端側に向かって引っ
張られたとしても、抜止め部９３と挿通孔８６の周縁とが当接することから、留部９０が
携帯端末用ケース７０から引き抜かれることを防止することができる。
　また、本実施形態でも、第１の実施形態と同様に、留部９０を着脱して留部９０のデザ
インを変えることで、使用者は携帯端末用ケース７０の印象の変化を楽しむことができる
。
【００３８】
　このように、本実施形態によれば、留部９０は着脱可能に固定部２０と第１覆部８１と
の間に装着されている。したがって、留部９０は着脱可能でありながら、留部９０の装着
されている位置を目立たないように構成することができるので、携帯端末用ケース７０の
美感を向上させることができる。また、異なるデザインの留部９０に取り替えることで、
使用者は携帯端末用ケース７０の印象の変化を楽しむことができる。
　また、本実施形態によれば、第１覆部８１は挿通孔８６を有することから、留部９０の
装着されている位置から、挿通孔８６を通して留部９０を第１覆部８１の外観面側に延出
させることができる。
【００３９】
　また、本実施形態によれば、第１覆部８１は留部９０を装着する装着部としての磁石８
５を有し、留部９０は装着部に装着される被装着部としての磁石９４を有する。したがっ
て、通常の使用において、意図しない留部９０の離脱を防止することができる。なお、磁
石８５および磁石９４は、何れか一方を磁石に吸着可能な部材（強磁性体）に変更しても
よい。
　また、装着部および被装着部は、磁石である場合に限られず、留部９０が装着された状
態を保持でき、かつ、保持を解除できる構造であればよい。したがって、装着部および被
装着部が一対のホック、一対の面ファスナー等であってもよく、装着部および被装着部の
少なくとも一方が粘着シート等であってもよい。
　なお、装着部は、第１覆部８１に設ける場合に限られず、固定部２０の板状部２１の裏
面に設けてもよい。
【００４０】
　また、本実施形態によれば、第１覆部８１は一部が屈曲部３３により固定部２０と離れ
るように屈曲可能であり、留部９０は第１覆部８１が屈曲した状態で着脱される。このよ
うに、第１覆部８１を屈曲した状態にすることで容易に留部９０を着脱することができる
。
【００４１】
　以上、本考案を上述した実施形態により説明したが、本考案は上述した実施形態に限定
されるものではなく、本考案の範囲内で変更等が可能であり、各実施形態を組み合せても
よい。
　上述した実施形態では、留部５０は携帯端末用ケース１０に付き一つ設ける場合につい
て説明したが、この場合に限られず、複数設けてもよい。例えば、留部５０を２つ設ける
場合には、上下に離した位置にそれぞれ着脱可能に設けることができる。
【００４２】
　また、上述した実施形態では、留部５０はフラップ部５１の先端に磁石５２が埋設され
、第２覆部４０の磁石４２と吸着することにより、第２覆部４０が開かないように留める
場合について説明したが、この場合に限られず、第２覆部４０が開かないように留めるこ
とができれば、どのような構成であってもよい。
　また、上述した実施形態では、覆部３０は第１覆部３１と第２覆部４０とが左右に位置
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する、いわゆる横開き型であったが、この場合に限らず、第１覆部３１と第２覆部４０と
が上下に位置する、いわゆる縦開き型であってもよい。この場合、留部５０は第１覆部３
１の上側または下側から延出するように構成してもよく、上述した実施形態と同様に側方
から延出するように構成してもよい。
【符号の説明】
【００４３】
　１０：携帯端末用ケース　２０：固定部　３０：覆部　３１：第１覆部　３３：屈曲部
　３６ａ：隙間　３６ｂ：隙間　４０：第２覆部　４３：連結部　５０：留部　５１：フ
ラップ部　５３：抜止め部　５４：磁石　６０：留部　６３：留部　７０：携帯端末用ケ
ース　８０：覆部　８１：第１覆部　９０：留部　９１：フラップ部　９３：抜止め部　
９４：磁石　１００：携帯端末

【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】

【図７】 【図８】

【図９】
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